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旅 行 業 登 録 制 度 の 概 要               

 法:   旅行業法 規則: 旅行業法施行規則 １.  旅行業の登録（法第２条,第３条）  ① 報酬を得て  ② 旅行者（消費者）のために，運送・宿泊等サービスの提供を受けることについて，代理して 契約を締結し，媒介をし，又は取次ぎをする行為等を  ③ 事業として行う者は    旅行業法に基づき，旅行業もしくは旅行業者代理業の登録が必要です。 

   ※ 旅行者等から旅行に係る金銭の収受をしていれば，たとえ実費のみの金銭の収受であっても 報酬を得ているとみなされます。     ※ 国，地方自治体や非営利団体等が実施する事業であったとしても，①②に該当する旅行業を 行う場合には，旅行業の登録が必要になります。 登録を受けないまま旅行業に該当する営業などを実施した場合，無登録営業として法律によ り処分されます。（法第29条） 

 

 ２. 登録の種別（業務範囲の別）（法第４条，規則第１条の２） ◇ 旅行業    第１種旅行業については観光庁長官，第２種，第３種，地域限定旅行業については，旅行業務に関する「主たる営業所」の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。  【図１】「旅行業等の登録区分／出典：観光庁HP」                            
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◇ 旅行業者代理業    旅行業者代理業については，旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 ＊所属する旅行業者（１社）を代理して，旅行業務を取り扱うことができる。   ＊２社以上の旅行業者を代理することはできない。   ＊業務範囲は，所属旅行業者と締結した旅行業者代理業業務委託契約書の範囲内になる。 
 

 ３. 登録の申請（法第４条、規則第１条）   申請する旅行業等の種別（業務範囲の別）により，登録行政庁が異なります。  種別 申 請 先 第１種旅行業 観光庁長官登録 詳細については，国土交通省 中国運輸局 観光部 観光企画課 （TEL: 082-228-8701）へお問い合わせください。 第２種旅行業 第３種旅行業 地域限定旅行業 旅行業者代理業 主たる営業所（旅行業務に関し拠点となる営業所）が広島県内にある場合，広島県知事登録となります。  ＜お問い合わせ先＞ 広島県 商工労働局 観光課 観光戦略推進グループ （TEL: 082-513-3388）   ４. 登録の拒否（法第６条）   旅行業等の登録の申請者が次のいずれかに該当する場合は，登録が拒否されます。  第六条 観光庁長官は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 一 第十九条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第三十七条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過していない者（当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で、当該取消しの日から五年を経過していないものを含む。） 二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過していない者 三 暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者をいう。第八号において同じ。） 四 申請前五年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者 五 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は第七号のいずれかに該当するもの 六 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 七 法人であつて、その役員のうちに第一号から第四号まで又は前号のいずれかに該当する者があるもの 八 暴力団員等がその事業活動を支配する者 九 営業所ごとに第十一条の二の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められない者 十 旅行業を営もうとする者であつて、当該事業を遂行するために必要と認められる第四条第一項第三号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの 十一 旅行業者代理業を営もうとする者であつて、その代理する旅行業を営む者が二以上であるもの 
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５. 登録要件   登録は，法人又は個人のいずれでもできます。     （１）法人で申請する場合は，定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のとおりにしてください。     旅行業の場合:「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」 旅行業者代理業の場合:「旅行業法に基づく旅行業者代理業」   （２）基準資産額（法第６条，規則第３条，第４条）を満たしていること。   ◇ 基準資産額は，旅行業の業務範囲の別により異なります【表１】。  ◇ 基準資産額の算出方法     基準資産額基準資産額基準資産額基準資産額    ＝＝＝＝    資産合計資産合計資産合計資産合計    －－－－    負債合計負債合計負債合計負債合計    －－－－    不良債権不良債権不良債権不良債権    －－－－    繰延資産（創業費等）繰延資産（創業費等）繰延資産（創業費等）繰延資産（創業費等）                                                    －営業権－営業権－営業権－営業権    －－－－    営業保証金額営業保証金額営業保証金額営業保証金額        又は又は又は又は    弁済業務保証金分担金額弁済業務保証金分担金額弁済業務保証金分担金額弁済業務保証金分担金額＊＊＊＊    （旅行業協会加入の場合）（旅行業協会加入の場合）（旅行業協会加入の場合）（旅行業協会加入の場合）                                             ※ 新規登録の場合も，営業保証金または弁済業務保証金分担金の予定額により同様の方法 で算定します。 ※ 基準資産額が不足している場合は，増資（増資済みの登記簿謄本（履歴事項全部証明書）を 要提出），もしくは贈与・債務免除（公正証書を要提出）等を行ってください。 ※ 旅行業協会に加入される場合は，旅行業協会に事前にご相談ください。  （３）旅行業務取扱管理者の選任（法第６条，第11条の２）がされていること。  ◇ 営業所ごとに専任の旅行業務取扱管理者を１人以上選任しなければなりません。   ※ 旅行部門従業員数 10 人以上の営業所では，２人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。  ◇ 選任する管理者は，種別（業務範囲の別）により次のとおり 種別 資 格 内 容 第１種旅行業 総合旅行業務取扱管理者 第２種旅行業 第３種旅行業 地域限定旅行業 旅行業者代理業 総合旅行業務取扱管理者 または国内旅行業務取扱管理者   ※ 海外旅行を取扱う営業所においては，必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。 国内旅行業務取扱管理者を選任する場合には，「国内旅行業務」しか取り扱うことができません。◇ 法第６条に基づく欠格事由についての審査があります。    申請者（法人の場合，その役員も含む）及び旅行業務取扱管理者が欠格事由に該当する場合は， 登録できません。  ◇ 旅行業務取扱管理者として選任見込みの者は，５年以内に「旅行業務取扱管理者定期研修」を受講する必要があります。受講していない場合は，代表者名義による「受講に係る誓約書」を提出してください。  ☆ 登録申請に必要な提出書類は，登録申請書類一覧表を参照ください。   
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６. 登録申請の手続き （１）申請書類を作成の上，県窓口へ持参してください。 ※申請書類の確認等に30分程度時間がかかるため，電話による事前予約をお願いします。 （２）申請書類の確認後，新規登録申請手数料【表２参照】について，手数料納付窓口で現金納付してください。 （３）県での審査（１か月程度）を経て登録要件を満たした場合には，登録通知書を送付します。 （４）営業保証金の供託（供託所）又は弁済業務保証金分担金の納付（旅行業協会）をしてください。 （法第７条，第８条，第22条の 10，規則第６条の２，第７条） （５）「営業保証金供託届出書」又は「弁済業務保証金分担金納付届出書」を広島県知事に届け出てください（「供託書」又は「弁済業務保証金分担金納付書」の写しを添付）。 ※登録の通知を受けた日から※登録の通知を受けた日から※登録の通知を受けた日から※登録の通知を受けた日から 14141414日以内に提出が日以内に提出が日以内に提出が日以内に提出が必要です（郵送可）。必要です（郵送可）。必要です（郵送可）。必要です（郵送可）。    ※この届出をした後でなければ，営業を開始することはできません。※この届出をした後でなければ，営業を開始することはできません。※この届出をした後でなければ，営業を開始することはできません。※この届出をした後でなければ，営業を開始することはできません。    ※ 旅行業者代理業者は，自ら供託する必要はありませんが，所属する旅行業者が代理業者の取引額も含めて算定した営業保証金を供託しなければなりません。 （６）業開始にあたって，「登録票」，「取扱料金表」，「旅行業約款」を営業所に掲示してください。  
  【表２】「広島県手数料（現金納付）」 種別 手数料 新規 更新 変更 （業務範囲の変更） 旅行業 ２３,０００円 １７,０００円 １１,０００円 旅行業者代理業 １５,０００円     ７. 更新登録（法第６条の３，規則第１条）～旅行業のみ，旅行業者代理業は有効期限はなし。 （１）旅行業の登録の有効期間は，新規登録（又は更新登録）の日から起算して５年です。 （法第６条の２） （２）有効期間満了後も引き続き旅行業を営もうとする場合は，有効期間の満了の日の２か月前までに，更新登録の申請書類を作成の上，県窓口に持参してください。 ※申請書類の確認等に30分程度時間がかかるため，電話による事前予約をお願いします。 （３）申請書類の確認後，新規登録申請手数料【表２参照】について，手数料納付窓口で現金納付してください。 （４）県での審査（１か月程度）を経て要件を満たした場合には，登録通知書を送付します。  ☆ 更新登録申請に必要な提出書類は，登録申請書類一覧表を参照してください。   ８. 変更登録（法第６条の４，規則第４条の２）  旅行業者が登録業務の範囲を変更する場合には，変更登録の申請手続きが必要です。 ※ １種への変更登録の申請先は，観光庁になります。 ※ 旅行業者代理業から旅行業へ変更する場合は，新規登録申請になります。  ☆ 変更登録申請に必要な提出書類は，登録申請書類一覧表を参照してください。   
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９. 登録事項の変更（法第６条の４，規則第５条） 旅行業者又は旅行業者代理業者は，登録簿に記載されている以下の事項について変更があったときは，その変更のあった日から30日以内に，広島県に届出をする必要があります。  区 分 変 更 内 容 旅行業者及び 代理業者 ・名称 ・本社所在地（住所） ・代表者 ・商号 ・営業所に係る事項（新設（その他営業所の追加），名称，所在地，廃止） 旅行業者のみ ・代理業者に係る事項（新設，廃止，住所，名称） ・営業所に係る事項（新設，名称，所在地，廃止） 代理業者のみ ・所属旅行業者に係る事項（名称，所在地）  ☆ 届出に必要な提出書類は，登録事項変更届出書類一覧表を参照してください。   １０. 取引額報告書の提出（法第10条，規則第９条の２） 旅行業者は，毎事業年度終了後100日以内に，「取引額報告書」により，その事業年度における旅行 業務に関する旅行者との取引額を，第６号様式により登録行政庁に報告しなければなりません。 
 取引額が増加することによって，営業保証金の額が，現在供託している額に不足する場合は，前事業年度の終了の翌日から100日以内に追加して供託することになります。 
     １１. 自己点検の実施  「広島県旅行業者等自己点検及び立入検査実施要領」の第２条に基づき「広島県旅行業者等旅行業法遵守状況確認表」による自己点検を，毎年度４月に実施し，遵守されていない事項が判明した場合には直ちに改善措置を講じてください。 
        

 ＜問い合わせ先・申請書提出先＞   広島県 商工労働局 観光課 観光戦略推進グループ    〒730-8511 広島市中区基町10-52（県庁東館３階），TEL: 082-513-3388（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）  
※※※※当者が不在の場合があります。当者が不在の場合があります。当者が不在の場合があります。当者が不在の場合があります。    

申請・相談等で申請・相談等で申請・相談等で申請・相談等で来庁される場合には，電話による事前予約をお願いします。来庁される場合には，電話による事前予約をお願いします。来庁される場合には，電話による事前予約をお願いします。来庁される場合には，電話による事前予約をお願いします。    

    

    ＜旅行業協会 問い合わせ先＞    ◇ 一般社団法人 全国旅行業協会広島県支部（ＡＮＴＡ）       〒730-0052 広島市東区光町一丁目 11-5  チサンマンション広島１ 303号 TEL: 082-264-3189     ◇ 一般社団法人 日本旅行業協会中四国支部（ＪＡＴＡ）        〒730-0011 広島市中区基町 11-13  合人社広島紙屋町アネクス２階 TEL: 082-536-0700 


